
あゆみハイツ・第 2わかばハイツ 

令和 7年度 地域連携推進会議（第 1回） 議事録 

 

〇開催日時；令和 8年 2月 3日（火）13：30～15：00 

〇場  所；グループホーム第二わかばハイツ・１階ホール 

〇参 加 者；地域の関係者（O様）、福祉の有知見者（M様）、利用者家族（K様） 

      利用者（T様）、グループホーム管理者（T）、サービス管理責任者（B） 

 

【本日の議題】 

1、 施設の概要について 

1） 当グループホームの運営方針について 

第 2 条 事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「法」

という。）第 5条第 15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）

において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切

かつ効果的に行うものとする。 

 2   共同生活援助の実施に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サ

ービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

 3   前二項のほか、法及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準に関する省令」（平成 18年厚生労働省令第 171号。以下「基準」

という。）及び「福岡県障害福祉サービスの人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例」（平成 24 年福岡県条例第五十七号）に定める内容のほか関係法令等を

遵守し、事業を実施するものとする。 

2） 沿革について 

・あゆみハイツ・・・・・平成 18年 10月 1日設立（定員 12名） 

・第二わかばハイツ・・・令和 4年 3月 1日設立（定員 18名） 

3） 利用者の状況について（資料を基に説明） 

・利用者数、男女の構成比、平均年齢 

・疾患別構成比 

・本年度の新規入所者数、退所者数 

4） 職員の体制（資料を基に説明） 

・管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人の配置数 

・看護師、介護福祉士等の専門職配置数 



 

2、 施設におけるサービス・質の確保について 

1） サービスの種類 

・食事の提供、衛生に関する支援（整容、清掃、整理）、金銭管理支援、 

 服薬管理支援、日中の活動支援、日常的な健康管理、入院などに関する支援、 

 転居に関する支援、相談支援、同行支援、レクリエーション、定期的面接、 

 日常的な生活訓練（自立生活訓練、共同生活訓練、地域生活訓練） 

2） 看護師、介護福祉士等の専門職による従業者に対する研修、日常的指導 

 

3、 利用者の権利擁護などについて 

1） 障がい者差別解消法 

2） 障がい者虐待防止法 

3） 成年後見人制度 

4） 意思決定支援 

 

4、 質疑応答（抜粋） 

Q）夜間の体制について。 

A）宿直者 1 名が待機し 24 時間対応の訪問看護及び協力病院との連携を図ってい

る。 

Q）現在の利用者で最長の入居期間について。 

A）2021年 11月入居の方が最長（病状が安定せずに入退院を繰り返されている方） 

Q）施設の特徴について。 

A）地域移行を推進する通過型のグループホームで、職員の半数が精神科経験を持 

つ看護師が配置されている。また、協力病院と 24時間密に連携している。 

  Q）食事の提供について。 

  A）協力病院と同じ給食業者に委託し栄養バランスの取れた食事を提供している。 

  Q）自炊をされる人はいるか。 

   A）殆どの方が提供食を利用されおり自炊をされている方は殆どいない。 

   Q）門限はあるか。 

  A）生活の場であるため基本的に自由な環境の下で生活していただいているが、安 

   全管理上特別な事情がない限りは 20時を門限としている。 

   Q）移行先について。 

   A）最終目標は一般アパートでの自立生活ですが、リスクが残っている方について 

   は一旦関連の障がい者専用のアパートで生活リズムを構築後に一般のアパート 

   での生活をサポートしている。 

 

 



 

 

5、 参加者様からの意見 

・病院やデイケア施設、就労 B型施設、グループホームが隣接しているので家族と 

しては安心でありがたい。（利用者の家族） 

 ・時々物を食べながら帰っているところを見かけることがある。ごみのポイ捨てを 

  していないか気になる。一般の方の通勤路にもなっているので。（地域の関係者） 

 

6、 令和 8年度の開催時期について協議 

・10月か 11月の 10日以降で水曜日の午前 10時～ 

・2ケ月前に案内状送付 

 

7、 館内見学 

・館内及び居室の設備、安全対策等の説明。 


